
推

計

課

税

の

理
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南

博

方

問

題

の

所

在

判
例
研
究
の
必
要
性

推
計
課
税
に
関
す
る
規
定
は
、
所
得
税
法
お
よ
び
法
人
税
法
に
各
一
か
条
(
所
得
税
法
一
五
六
条
、
法
人
税

法
二
一
二
条
)
あ
る
の
み
で
、
そ
の
内
容
は
簡
単
で
あ
り
、
そ
の
意
味
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
執
行
の
実
際
に
お
い
て
も
、

明
確
な
解
釈
基
準
な
い
し
確
固
た
る
指
針
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
推
計
課
税
の
領
域
で
は
、

裁
判
例
の
占
め
る
役
割
は
大
き
く
、
裁
判
例
の
精
密
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
推
計
課
税
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
過
去
躍

大
な
数
に
上
る
が
、
裁
判
例
を
総
合
的
に
検
討
し
、
そ
こ
に
法
則
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

推
計
課
税
の
問
題
点

推
計
課
税
に
関
す
る
問
題
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、

ω推
計
方
法
の
合
理
性
と
、

ω推

計
課
税
の
前
提
要
件
、
と
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
例
の
傾
向
を
追
跡
す
る
と
と
も
に
、
実
額
課

《

'
A
}
【
今
必
》

税
と
推
計
課
税
と
の
区
別
、
ひ
い
て
は
推
計
課
税
の
本
質
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
と
考
え
る
a

推
計
課
税
の
理
論

九
五



九

〈

1
〉
推
計
方
法
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
総
合
判
例
研
究
と
し
て
、
南
博
方
「
推
計
課
税
の
合
理
性
|
同
業
者
率
と
突
調
率
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四
O
号

九
四
頁
以
下
、
推
計
課
税
の
前
提
要
件
に
つ
い
て
の
総
合
判
例
研
究
と
し
て
、
間
「
推
計
課
税
の
本
質
ー
そ
の
前
提
要
件
と
関
連
し
て
」
ジ
ュ

F

ス
ト
六
四
九
号
八
七
頁
以
下
参
照
。

(
2
〉
文
中
、
「
税
資
」
と
あ
る
の
は
税
務
訴
訟
資
料
の
絡
で
あ
り
、
裁
判
例
の
出
典
の
な
い
の
は
判
例
築
に
未
登
載
の
も
の
で
あ
る
。

推
計
方
法
の
合
理
性

裁
判
例
の
傾
向

実
務
上
と
ら
れ
て
い
る
推
計
の
技
術
的
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
現
在
最
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
の

は
、
納
税
者
本
人
と
同
一
業
種
に
属
す
る
者
ハ
同
業
者
)
の
差
益
率
等
を
採
集
し
、
こ
れ
を
納
税
者
本
人
の
売
上
金
額
等
に
適
用
し
て
所

得
金
額
等
を
算
出
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
計
方
法
は
、
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
裁
判
例
の
ほ
H
A

一
致
し
て
承
認

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

推
計
方
法
の
合
理
性
は
、
次
の
四
つ
の
視
角
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
第
一
は
、
同
業
者
の
件
数
を
ど
の
ぐ
ら
い
選
定
す

れ
ば
よ
い
か
(
選
定
件
数
〉
、
第
二
は
、
同
業
者
は
納
税
者
本
人
と
類
似
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
〈
同
業
者
と
の
類
似
性
)
、
第
三
は
、

同
業
者
の
抽
出
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
か
(
抽
出
過
程
)
、
第
四
は
、
開
業
者
の
差
益
率
等
は
ど
の
よ
う
に
し
て
立
証
す

る
べ
き
か
(
立
証
方
法
)
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

付

選
定
件
数

同
業
者
の
差
益
率
等
を
納
税
者
本
人
に
適
用
す
る
に
当
っ
て
は
、
同
業
者
の
数
を
何
件
ぐ
ら
い
選
定
す
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。

訴
訟
の
実
際
を
み
る
に
、
被
告
課
税
庁
の
主
張
す
る
同
業
者
の
件
数
は
、
最
低
一
件
、
最
高
五
九
件
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
聞
に
相
当

の
開
き
が
あ
る
が
、
平
均
的
に
み
れ
ば
、
五
件
な
い
し
一

O
件
程
度
と
い
う
の
が
最
も
多
い
。



〈

1
)

一
一
件
で
も
よ
い
と
す
る
一
群
の
も
の
が
あ
る
反
面
、
選
定
件
数
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
同

〔

2
v

業
者
の
全
数
も
し
く
は
相
当
多
数
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
群
の
も
の
が
あ
り
、
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
示
し
て
い
る
。

」
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
例
の
中
に
は
、

亡ヰ

同
業
者
と
の
類
似
性

税
務
執
行
の
実
際
に
お
い
て
は
、
選
定
件
数
の
多
寡
を
問
わ
ず
、
納
税
者
本
人
と
の
類
似
性
を
相
当
者

慮
に
入
れ
て
、
同
業
者
の
選
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

納
税
者
本
人
と
同
業
者
と
の
類
似
性
に
は
、
事
業
規
模
〈
収
入
金
額
、
仕
入
金
額
、
設
備
内
容
、
広
舗
面
積
、

従
業
員
数
)
、

営
業
内

容
(
販
売
形
態
、
取
扱
商
品
、
商
品
価
額
)
、
立
地
条
件
(
近
傍
類
地
、
同
一
署
管
内
、
隣
接
署
管
内
)
な
ど
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
例
を
み
て
み
る
と
、
右
い
ず
れ
の
要
素
に
つ
い
て
も
類
似
性
が
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
極
め
て
厳
格
な
類
似
性
を

(
3
)
 

要
求
す
る
一
群
の
も
の
が
あ
る
反
師
、
類
似
性
を
緩
か
に
解
し
、
個
別
的
特
性
は
、
平
均
値
に
包
摂
さ
れ
、
捨
象
さ
れ
、
あ
る
い
は
無
視

さ
れ
る
と
す
る
も
の
も
少
く
な
い
。

抽
出
過
程
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
同
業
者
の
選
定
に
盗
意
、
思
惑
が
介
在
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
み
る
と
、
同
業
者
の
実
在
性
、
資
料
の
正
確
性
の
ほ
か
、
類
似
同
業
者
の
選
定
に

〈

5
)

恋
意
が
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
と
、
必
ず
し
も
同
業
者
の
実
在
性
、
類
似
性
の
合
理
的
選
定
を
要
求
せ
ず
、
資
料
の
正
確
性

と
一
般
的
選
定
基
準
の
合
理
性
を
重
視
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

日

抽
出
過
稼

帥

立
証
方
法

被
告
課
税
庁
が
と
っ
て
い
る
立
証
方
法
に
は
、
い
わ
ゆ
る
決
算
書
方
式
と
A
B
C
方
式
と
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
決

算
書
方
式
と
は
、
開
業
者
の
青
色
決
算
書
の
写
し
を
書
証
と
し
て
裁
判
所
に
提
出
す
る
方
法
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
A
B
C
方
式
と
は
、
同

業
者
の
氏
名
を
A
B
C
の
符
号
で
示
し
、
必
要
事
項
を
記
載
し
た
税
務
署
長
名
義
の
課
税
率
議
報
告
書
を
書
証
と
し
て
提
出
す
る
方
法
で

あ
る
。
同
業
者
の
氏
名
住
所
等
を
開
示
す
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
税
務
職
員
の
守
秘
義
務
と
の
関
係
か
ら
裁
判
例
は
分
か
れ
て

推
計
課
税
の
理
論

九
七



(
7〉

い
る
が
、
裁
判
例
に
は
決
算
書
方
式
に
よ
る
書
証
を
認
め
る
も
の
と
、

九
八

(
8〉

A
B
C
方
式
に
よ
る
書
証
を
認
め
る
も
の
と
、
が
あ
る
。

(
1〉
た
と
え
ば
、
則
藤
信
義
苓
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
一
月
一
二
日
税
資
七
一
号
一
二
七
二
良
〉
、
横
山
湾
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭

和
四
九
年
一

O
月
二
九
日
税
資
七
七
号
二
三
二
頁
)
、
水
田
平
蔵
事
件
控
訴
審
判
決
ハ
大
阪
高
判
昭
和
五

O
年
五
月
二
七
日
税
資
八
一
号
六
三
五

頁
)
、
広
間
弘
之
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
五
一
年
八
月
一
九
日
行
裁
例
築
二
七
巻
八
号
一
四
七
七
百
凡
)
な
ど
G

ハ
2
)

竹
間
斗
潤
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
三
日
行
裁
例
集
二
五
巻
一
二
号
一
五
七
二
頁
、
税
資
七
七
号
六
九
七
頁
)
の
ご
と
さ
、

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
四
九
件
は
、
大
阪
府
下
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
者
の
全
数
に
比
し
て
そ
の
数
が
著
し
く
少
な
い
と
し
て
い
る
。

〈

3
)

非
常
に
厳
格
な
類
似
性
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
、
水
間
平
蔵
事
件
第
一
審
判
決
ハ
大
阪
地
判
昭
和
四
七
年
三
月
二
二
日
行
裁
例
築
二
三
巻
三

号
三
コ
一

O
真
、
税
資
六
五
号
五
一
九
頁
)
、
伊
藤
督
太
郎
事
件
判
決
(
京
都
地
判
昭
和
五

O
年
六
月
二

O
日
行
裁
例
築
二
六
巻
六
号
八

O
二
一
氏
、
税

資
八
二
号
一
一
良
〉
が
あ
る
。

ハ
4
)

福
森
疋
子
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
五

0
年
四
月
一
六
日
税
資
八
一
号
一
七
五
頁
)
、
赤
坂
孝
市
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
四
九
年
一
月
三

一
日
税
資
七
四
号
二
三
六
頁
)
、
八
重
制
限
喜
三
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
九
月
一
一
一

O
日
税
資
七
六
ロ
ヴ
九
九
一
一
氏
)
、
樋
口
文
治
事
件
判
決

(
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
税
資
七
七
号
一
二
五
五
頁
)
、
竹
岡
斗
潤
事
件
判
決
(
前
出
)
、
仲
本
政
俊
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
五

O
年

七
月
四
日
税
資
八
二
号
一
ニ
三
六
一
貝
)
、
松
原
博
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
五
一
年
一
月
二
七
日
)
参
照
。

(
5
)

菊
地
昇
三
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
七
月
一
九
日
税
資
七
六
号
一
一
六
一
良
)
参
照
。

(
6
)

山
内
喜
久
蔵
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
四
九
年
四
月
五
日
税
資
七
五
号
五
六
一
良
)
、
高
村
行
雄
事
件
判
決
(
米
京
地
判
昭
和
五

O
M十
四
月
一
日

税
資
八
一
号
一
一
員
〉
、
野
中
義
郎
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
五

O
年
一

O
月
三

O
日
税
資
八
三
日
万
四
一
一
夜
)
参
照
。

ハ
7
)

番
河
才
事
件
控
訴
審
判
決
(
大
阪
高
判
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
五
日
税
資
七
七
号
八
九
五
頁
)
参
照
。

(
8
)

喬
阿
才
事
件
第
一
審
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
凶
七
年
一

O
月
一
一
二
日
行
裁
例
築
二
一
ニ
巻
一

0
・
一
一
号
七
八
二
一
資
、
税
資
六
六
号
八
九

O
頁
)
の

傍
論
参
照
ω

水
野
疋
雄
事
件
判
決
(
名
古
屋
地
判
昭
和
四
九
年
一
一
一
月
二
九
日
税
資
七
回
号
九
六
九
頁
)
。

同
業
者
率
課
税
と
実
調
率
課
税

以
上
、
推
計
方
法
の
合
理
性
に
関
す
る
裁
判
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
き
わ
だ
っ
た

ニ
つ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
ニ
つ
の
傾
向
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
務
上
に
い
わ
ゆ
る
開
業
者
本
課
税
と
実
調
率
課
税
と
に

照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。



同
業
者
の
差
益
率
等
を
納
税
者
本
人
に
適
用
し
て
所
得
金
額
等
を
算
定
す
る
や
り
方
に
、

い
わ
ゆ
る
同
業
者
率
課
税
と
実
調
率
課
税
と

の
二
つ
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
同
業
者
率
課
税
と
は
、
納
税
者
本
人
と
同
規
模
、
間
程
度
の
同
業
者
を
採
取
し
、
そ
の
差
益
率
等
を
適
用
し
て
、
本
人
の
所

得
金
額
雄
一
安
算
出
す
る
や
り
方
で
あ
お
日
こ
れ
は
、
納
税
者
本
人
と
で
き
る
だ
け
類
似
す
る
同
業
者
の
比
率
を
適
用
す
れ
ば
、
本
人
の
真

突
の
所
得
金
額
(
実
額
)
に
近
似
し
た
金
額
が
得
ら
れ
る
と
い
う
発
想
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
業
者
率
課
税
は
、

ば
近
似
値
課
税
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

わ

こ
れ
に
対
し
て
、
実
調
率
課
税
と
は
、
実
地
調
査
の
対
象
と
し
た
お
お
む
ね
同
一
署
管
内
の
同
業
者
を
、
納
税
者
本
人
と
の
類
似
、
非

類
似
に
か
か
わ
り
な
く
、
悉
皆
的
に
収
集
し
て
、
そ
の
差
益
率
等
の
平
均
値
を
算
出
し
、
こ
れ
を
本
人
に
適
用
し
て
課
税
す
る
や
り
方
で

(
2〉

い
わ
ば
平
均
値
課
税
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
標
準
率
も
、
実
調
率
の
一
種
で

あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
実
調
率
課
税
は
、

あ
り
、
実
調
率
を
局
単
位
(
局
標
準
率
)
ま
た
は
庁
単
位
ハ
庁
標
準
率
〉
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

同
業
者
率
課
税
と
実
調
米
一
ー
課
税
と
の
区
別
は
、
税
務
執
行
の
上
で
も
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
明
確
に
は
意
識
さ
れ
ず
、
し
ば

し
ば
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
性
格
を
呉
に
す
る
も
の
で
あ
い
け
ν

概
念
上
の
区
別
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
執

行
に
当
っ
て
も
訴
訟
の
追
行
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
け
だ
し
、
同
業
者
率
と
実
調
率
と
の
そ
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
に
よ
っ
て
、
同
業
者

の
選
定
件
数
、
類
似
性
の
要
否
、
抽
出
基
準
の
合
理
性
、
立
証
方
法
に
つ
い
て
も
自
ず
か
ら
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
業
者
率
課
税
に
あ
っ
て
は
、
同
業
者
の
選
定
件
数
は
ご
く
少
数
(
た
と
え
一
件
で
も
)
で
足
り
る
が
、
反
面
、
類
似
性

の
要
素
が
重
視
さ
れ
、
同
業
者
の
実
在
性
、
資
料
の
正
確
性
の
ほ
か
類
似
性
の
選
択
に
恐
意
、
思
惑
が
介
在
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
場
合
の
立
証
方
法
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
決
算
書
方
式
が
最
も
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。
従
来
、

推
計
課
税
の
理
論

九
九
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実
務
上
、
多
少
類
似
伎
を
減
殺
し
て
も
、
あ
る
程
度
件
数
を
増
や
す
傾
向
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
開
業
者

率
課
税
の
性
格
か
ら
み
て
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
業
者
率
は
、
本
人
の
営
業
規
模
が
把
握
さ
れ
、

か
っ
、
本
人
と
類
似
す
る
開
業

者
が
存
在
す
る
場
合
に
適
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
実
調
率
課
税
に
お
い
て
は
、
大
数
の
法
則
に
推
計
の
合
理
性
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
選
定
件
数
は
相
当
多
数

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
類
似
性
の
要
素
は
無
視
さ
れ
て
差
支
え
な
川
w

ま
た
、
選
定
の
一
般
的
基
準
お
よ
び
抽
出
過
程
の
合
理
性
、
資

料
の
正
確
性
は
要
請
さ
れ
る
が
、
同
業
者
の
実
在
性
は
い
ち
い
ち
立
証
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
立
証
方
法
と
し
て

は
、
い
わ
ゆ
る

A
B
C方
式
が
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。
実
調
率
は
、
開
業
者
の
実
調
件
数
が
多
い
場
合
や
、
本
久
の
営
業
規
模
、
営
業

内
容
が
十
分
把
握
で
き
な
い
場
合
と
か
、
他
に
類
似
同
業
者
を
見
出
し
が
た
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
同
業
者
率
を
も
適
用
し
が
た
い
場
合

に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
1
)

同
業
者
率
の
ほ
か
、
「
本
人
比
率
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
納
税
者
本
人
の
一
定
期
間
の
実
績
に
よ
る
比
率
ま
た
は
記
帳

か
ら
個
別
的
に
抽
出
さ
れ
た
比
率
で
あ
り
、
同
業
者
率
の
一
種
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

〈

2
)

標
準
率
と
は
、
所
得
の
実
額
を
調
査
し
た
相
当
数
の
調
査
実
績
を
基
に
し
て
、
統
計
学
的
方
法
に
よ
り
、
そ
の
平
均
的
所
得
率
、
差
益
率
、
経

費
率
、
効
率
な
ど
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
非
公
開
と
さ
れ
て
い
る
。
標
準
率
は
、
現
在
、
課
税
の
基
準
と
し
て
は
使
用
さ
れ
ず
、
申
告
額
の
多

寡
を
判
断
す
る
目
安
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
標
準
率
も
、
実
調
率
の
一
績
で
あ
る
。

〈

3
)

も
っ
と
も
、
同
業
者
率
で
も
、
類
似
性
を
緩
和
し
、
選
定
件
数
を
増
や
せ
ば
実
関
率
に
近
く
な
り
、
他
方
、
実
調
率
で
も
、
上
限
(
異
常
な
高

額
所
得
者
)
、
下
限
(
異
常
な
低
額
所
得
者
〉
を
切
り
捨
て
、
中
途
開
廃
業
者
、
兼
業
者
、
不
服
申
立
て
・
訴
訟
提
起
中
の
者
な
ど
特
殊
事
情
に

あ
る
者
を
除
外
し
、
標
準
的
な
者
に
つ
い
て
の
平
均
値
を
出
せ
ば
、
同
業
者
率
に
近
く
な
る
が
、
両
者
は
、
概
念
的
、
理
念
的
に
は
全
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
。

(
4〉
実
務
上
、
実
調
率
の
算
出
に
当
り
、
ば
ら
つ
き
の
匡
正
に
意
を
払
わ
れ
て
い
る
が
、
平
均
値
と
い
う
以
上
、
異
常
な
高
額
所
得
者
、
低
額
所
得

者
が
合
ま
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
か
ら
、
兼
業
者
や
中
途
開
廃
業
者
を
除
外
す
る
の
は
格
別
、
上
限
、
下
限
を
切
り
捨
て
る
取
扱
い
に
は

疑
問
が
あ
る
。



推
計
課
税
の
前
提
要
件

裁
判
例
の
傾
向

推
計
課
税
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
推
計
課
税
の
前
提
要
件
(
許
容
性
ま
た
は
必
要
性
)
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
推
計
課
税
を
す
る
に
は
特
別
の
要
件
を
必
要
と
し
、
こ
の
要
件
を
欠
く
推
計
課
税
は
、

か
り
に
推
計
額
が
実
額
に
符
合

し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
違
法
と
な
り
、
取
消
し
を
免
れ
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
課
税
時
に
は
推
計
の
要

件
が
具
っ
て
い
た
が
、
不
服
審
査
、
訴
訟
の
段
階
に
お
い
て
実
額
資
料
が
現
わ
れ
た
場
合
、
推
計
課
税
の
効
力
は
ど
う
な
る
か
。
そ
の
場

合
、
処
分
じ
た
い
は
維
持
さ
れ
、
実
額
に
よ
っ
て
計
算
し
直
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
実
額
に
よ
り
計
算
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
処
分
じ

た
い
取
消
し
を
免
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
裁
判
例
の
多
く
は
、
推
計
課
税
に
一
定
の
前
提
要
件
を
要
求
し
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
要
件
に
該
当
す

る
事
実
の
存
在
を
認
定
し
て
い
た
の
で
、
要
件
を
欠
い
た
場
合
の
課
税
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

最
近
に
お
い
て
、
要
件
を
欠
く
場
合
に
処
分
ば
違
法
と
な
り
、
取
消
し
を
免
れ
な
い
と
す
る
裁
判
例
が
相
次
い
で
下
さ
れ
る
に
い
た
り
、

そ
の
よ
う
な
見
解
の
是
非
を
め
ぐ
り
議
論
が
喧
し
く
な
さ
れ
て
い
る
。

推
計
課
税
の
前
提
要
件
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

ω前
提
要
件
の
内
容
、

ω要
件
を
要
求
す
る
根
拠
、

ω要
件
の
欠
散
と
処
分
の
効
力
、

の

一
一
一
つ
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

前
提
要
件
の
内
容
何
が
推
計
課
税
の
前
提
要
件
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
の
判
例
は
、
抽
象
的
に
、

円

2
V

で
き
な
い
場
合
」
、
「
実
額
調
査
に
よ
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
」
、
「
実
額
調
査
に
よ
り
が
た
い
場
合
」
に
推
計
課
税
が
許
さ
れ
る
と
い
っ

「
実
額
調
査
の

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
下
級
審
の
裁
判
例
は
、
も
っ
と
具
体
的
か
つ
網
羅
的
に
要
件
の
内
容
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

ω帳

推
計
課
税
の
理
論

。



。

簿
の
不
存
在
、

ω帳
簿
内
容
の
不
正
確
、
紛
調
査
非
協
力
、

の
三
つ
が
前
提
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
o
す
な
わ
ち
、
正
確
な
帳
簿
が

存
在
し
、
あ
る
い
は
納
税
者
が
調
査
に
協
力
的
で
実
額
の
把
握
が
可
能
で
あ
る
と
き
は
、
実
額
課
税
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

要
件
を
欠
く
場
合
に
限
り
推
計
課
税
が
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
鰻
簿
が
存
在
し
な
い
場
合
や
帳
簿
内
容
が
不
正
確
な
場
合
や
調
査
非
協
力
の
場
合
、
直
ち
に
推
計
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
裁
判
例
の
多
く
は
、
「
実
額
調
査
に
よ
り
う
る
場
合
」
を
、
正
確
な
帳
簿
の
存
在
、
調
査
協
力
の

場
合
に
限
定
せ
ず
、
他
に
収
支
関
係
を
証
す
る
適
切
な
資
料
な
い
し
方
法
が
あ
る
場
合
を
加
え
、
売
上
伝
票
、
仕
入
伝
票
、
領
収
証
、
請

求
書
、
契
約
書
の
ご
と
き
原
始
記
録
の
ほ
か
、
納
税
者
の
説
明
、
証
言
、
反
面
調
査
資
料
を
も
実
額
資
料
に
な
り
う
る
と
し
、
こ
れ
ら
が

あ
る
場
合
に
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
課
税
す
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
欠
く
場
合
に
お
い
て
の
み
推
計
課
税
が
許
さ
れ
る
と
す
る
も
の

が
、
む
し
ろ
多
数
を
占
め
て
い
る
。

tコ
前
提
要
件
の
根
拠

法
令
に
よ
れ
ば
、

「
推
計
」

は
調
査
に
よ
り
す
る
べ
き
こ
と
〈
関
税
通
則
法
二
四
条
〉
と
、
車
問
色
申
告
書
に

か
か
る
更
正
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
(
所
得
税
法
一
五
六
条
、
法
人
税
法
一
一
一
一
一
条
〉
以
外
に
は
、
何
ら
の
要
件
も
定
め
ら
れ
て
い
な

ぃ
。
し
か
る
に
、
裁
判
例
に
よ
っ
て
、
推
計
課
税
に
一
定
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

裁
判
例
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
そ
の
根
拠
を
実
額
課
税
の
原
則
性
と
推
計
課
税
の
例
外
性
と
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
推
計
諜

税
が
な
ぜ
例
外
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
の
説
く
と
こ
ろ
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(a) 

こ
れ
は
、
次
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。

申
告
納
税
制
度
一
般
に
求
め
る
も
侃
)

申
告
納
税
制
度
に
求
め
る
も
の

)
 

唱

E
A(
 

申
告
納
税
制
度
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
納
税
者
に
お
い
て
、
帳
簿
を
備
付

け
、
日
々
こ
れ
に
記
帳
す
る
な
ど
そ
の
誠
実
な
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
申
告
納
税
制
度
に
お
い
て



は
、
そ
の
よ
う
な
帳
簿
備
付
け
、
記
帳
の
義
務
は
、
白
色
申
告
に
つ
い
て
は
税
法
上
存
在
し
な
い
。
青
色
申
告
の
ご
と
く
帳
簿
備
付
け
の

法
的
義
務
が
あ
れ
ば
、
課
税
庁
と
し
て
も
法
律
上
帳
簿
調
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
課
税
〈
実
額
課
税
)
す
る
べ
き
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
的
義
務
が
な
い
白
色
申
告
に
お
い
て
は
、
納
税
者
に
お
い
て
帳
簿
調
査
を
要
求
す
る
権
利
が
な
く
、
ま
た
、

課
税
庁
と
し
て
も
帳
簿
調
査
の
義
務
が
な
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
帳
簿
備
付
け
の
法
的
義
務
を
欠
く
わ
が
申
告

納
税
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
運
用
と
し
て
は
と
も
か
く
、
法
律
上
、
実
額
課
税
が
原
則
で
、
推
計
課
税
が
例
外
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

L
U
 

れ
、
か
っ
、
推
計
に
よ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
白
色
申
告
者
で
あ
っ
て
も
、
青
色
申
告
者
に
義
務

車
問
色
申
告
制
度
と
の
権
衡
に
求
め
る
も
の

青
色
申
告
書
に
か
か
る
更
正
に
つ
い
て
は
、
帳
簿
調
査
が
法
律
上
義
務
づ
け
ら

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
間
程
度
の
帳
簿
を
備
え
て
い
る
場
合
に
は
、
実
額
課
税
に
よ
る
べ
き
で
、
推
計
課
税
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
帳
簿
調
査
の
義
務
お
よ
び
推
計
の
禁
止
は
、
ま
さ
に
青
色
申
告
書
の
提
出
承
認
を
受
け
た
者
に

の
み
与
え
ら
れ
る
特
典
で
あ
る
。
か
り
に
、
白
色
申
告
者
で
あ
っ
て
、
青
色
申
告
者
と
間
程
度
の
帳
簿
を
備
え
て
い
て
も
、
車
内
色
申
告
の

手
続
を
怠
り
、
自
ら
そ
の
特
典
を
放
棄
し
た
者
に
対
し
て
、
青
色
申
告
者
と
同
じ
保
護
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
む
し
ろ
青
色
申
告

制
度
と
の
権
衡
か
ら
み
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
お
v

(
9
)
 

更
正
決
定
の
例
外
性
に
求
め
る
も
の

(c) 

更
正
は
、
申
告
の
誤
り
を
是
正
す
る
た
め
に
行
い
、
決
定
は
、
申
告
が
な
い
場
合
に
な

さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
更
正
決
定
は
申
告
に
対
し
て
例
外
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
申
告
に
対
し
て
例
外
を
な
す
の

は
、
更
正
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

ひ
と
り
推
計
吏
正
だ
け
で
は
な
い
。
実
額
更
正
も
ま
た
例
外
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
吏
正
の
例
外
性

〈

ω〉

か
ら
、
直
ち
に
推
計
課
税
の
み
の
例
外
性
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

推
計
課
税
の
理
論

一O
一一
一



一O
凶

(2) 

円

U
〉

租
税
法
律
主
義
に
求
め
る
も
の

そ
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
推
計
課
税
も
法
律
上
の
根
拠
な
有

し
、
法
律
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
趣
旨
は
、

お
そ
ら
く
、
租
税
法
律
主
義
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て

の
課
税
の
適
正
性
、
正
確
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
実
額
課
税
の
方
が
、
推
計
課
税
に
比
し
て
よ
り
正
確
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
、
こ
の
根
拠
は
、
む
し
ろ
後
に
述
べ
る
伸
の
根
拠
に
包
含
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

〈

uv

租
税
行
政
の
公
正
性
と
納
税
者
の
権
益
の
保
護
に
求
め
る
も
の

(日
v

推
計
課
税
の
不
正
確
性
と
濫
用
の
禁
止
に
求
め
る
も
の

(3) 

」
の
恨
拠
も
、
次
の
川
刊
の
根
拠
に
包
含
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ο

(4) 

最
近
で
は
、
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
裁
判
例
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
ひ

と
し
く
更
正
決
定
で
あ
り
な
が
ら
、
推
計
課
税
に
の
み
加
重
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
根
拠
を
措
い
て
は
な
い
で
あ

《
リ

H
V

ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
根
拠
は
、
実
調
本
課
税
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
同
業
者
率
課
税
に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
述

べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

白

要
件
の
欠
敏
と
処
分
の
効
力

推
計
の
要
件
(
必
要
性
)
が
存
在
し
な
い
の
に
、
す
な
わ
ち
、
実
額
課
税
が
可
能
で
あ
る
の
に

な
さ
れ
た
推
計
課
税
の
効
力
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
額
課
税
が
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
手
続
的
に
は
全
く
適
法
で
あ
り
、
金
額
の
多
・
廷
に
つ
い
て
審
査
す
れ
ば

足
り
る
と
す
る
唯
一
の
裁
判
例
が
あ
れ
屯
国
税
当
局
も
、
こ
の
見
解
に
従
っ
て
訴
訟
上
の
主
張
を
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
最
近
の
下
級
審
の
裁
判
例
の
多
く
は
、
か
り
に
実
額
に
符
合
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
推
計
の
要
件
を
欠
く
課
税
処
分

は
違
法
と
な
り
取
消
し
を
免
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
間
に
若
子
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
り
、
用
件
の
欠
散
の
処

つ

叩

〉

門

U
V

分
の
結
果
に
及
ぼ
す
質
的
(
重
大
か
軽
徴
か
)
ま
た
は
量
的
(
過
半
か
僅
少
か
〉
影
響
を
勘
案
し
て
、
処
分
の
効
力
を
決
す
る
も
の
と
、

〈
坤
胆
)

要
件
の
欠
散
が
直
ち
に
処
分
の
違
法
を
も
た
ら
す
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。



こ
の
見
解
は
、
推
計
課
税
の
怒
意
的
発
動
を
処
分
段
階
に
お
い
て
抑
止
し
、
処
分
の
慎
重
を
期
そ
う
と
す
る
点
で
意
味
が
あ
る
。
し
か

し
、
裁
判
例
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
実
額
課
税
と
推
計
課
税
と
の
区
別
を
、
調
査
、
計
算
、
算
定
、
認
定
方
法
の
差
に
求
め
て
い
る

〈
問
問
〉

の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
実
額
認
定
に
よ
る
か
推
計
認
定
に
よ
る
か
は
課
税
庁
の
自
由
な
心
証
に
属
し
、
課
税
処
分
の
適
否
は
、

要
件
の
存
否
で
は
な
く
、
実
額
資
料
と
推
計
資
料
と
の
証
拠
の
優
劣
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理

白
か
ら
、
実
額
課
税
と
推
計
課
税
と
の
区
別
を
事
実
認
定
の
方
法
の
差
に
求
め
な
が
ら
、
前
提
要
件
の
欠
紋
の
場
合
に
処
分
が
違
法
と
な

る
と
す
る
裁
判
例
の
立
場
は
、
論
旨
一
貫
を
欠
く
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
1
)

小
沢
潤
一
郎
事
件
判
決
(
最
(
二
小
)
判
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
三
日
税
資
三
八
号
八
一
一
一
八
頁
)
。

(
2
)

長
谷
川
サ
ダ
事
件
判
決
(
最
〈
三
小
)
判
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
二
日
税
資
三
八
号
九
九
九
頁
)
。

(
3
)

問
中
真
男
事
件
判
決
(
最
(
三
小
)
判
昭
和
四
三
年
九
月
一
七
日
税
資
五
三
号
四
三
五
頁
)
。

(
4
)

吉
田
真
次
郎
事
件
判
決
ハ
大
阪
地
判
昭
和
四
五
年
九
月
二
二
日
行
裁
例
集
一
二
巻
九
号
一
一
四
八
一
良
、
税
資
六

O
号
三
七
一
一
気
)
、
古
別
清
一

事
件
判
決
〈
大
阪
地
判
昭
和
四
六
年
九
月
一
四
日
税
資
六
三
号
五
二
九
頁
)
、
人
口
国
松
造
事
件
判
決
(
大
阪
地
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
四
日
税
資

六
三
号
九
O
九
頁
)
、
小
野
崎
清
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
五

O
年
三
月
一
七
日
税
資
八

O
号
四

O
四
頁
)
、
伊
藤
督
太
郎
事
件
判
決
(
前
出
)
、

高
山
春
雄
事
件
判
決
(
仙
台
地
判
昭
和
五

O
年
九
月
一

O
日
税
資
八
二
号
六
五
二
頁
)
、
斎
藤
輝
彦
事
件
判
決
ハ
横
浜
地
判
昭
和
五
一
年
五
月
二

七
日
)
、
岸
本
芳
春
事
件
判
決
ハ
横
浜
地
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
七
日
)
、
三
輪
島
成
事
件
控
訴
審
判
決
(
大
阪
高
判
昭
和
五
一
年
六
月
一
ニ

O
日
行

裁
例
集
二
七
巻
六
号
九
六
五
頁
)
、
深
井
忠
事
件
判
決
(
京
都
地
判
昭
和
五
一
年
七
月
一
六
日
行
裁
例
築
二
七
巻
七
号
一

O
二
八
頁
〉
。
も
っ
と
も

裁
判
例
は
、
「
帳
簿
」
と
い
い
、
「
帳
簿
等
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
帳
簿
議
類
」
と
い
っ
て
い
る
。
帳
簿
等
に
何
が
含
ま
れ
る
か
、
ま
た
、
帳
簿

書
類
と
は
、
帳
簿
と
同
一
義
か
、
帳
簿
お
よ
び
書
類
の
意
か
、
帳
簿
ま
た
は
書
類
の
意
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
5
)

た
と
え
ば
、
百
合
草
光
男
事
件
判
決
〈
名
古
屋
高
判
昭
和
四
九
年
九
月
一
八
日
税
資
七
六
号
七
O
九
頁
)
、
三
輪
田
田
成
事
件
第
一
容
判
決
(
大

阪
地
判
昭
和
五

0
年
四
月
四
日
税
資
八
一
号
六
九
頁
〉
、
塩
閏
順
一
事
件
ハ
高
松
地
判
昭
和
五

O
年
七
月
一
日
税
資
八
二
号
三
二

O
頁
)
。
な
お
、

箕
輪
一
郎
事
件
判
決
(
議
(
三
小
)
判
昭
和
四
O
年
七
月
六
日
税
資
凶
一
号
八
五
五
頁
〉
参
照
。

(
6
)

久
木
林
産
株
式
会
社
事
件
判
決
(
鳥
取
地
判
昭
和
四
五
年
一
二
月
二

O
日
税
資
五
九
号
三
八
六
一
負
)
、
吉
田
清
一
事
件
判
決
(
前
出
三
官
野
保
文

「
推
計
課
税
の
前
提
要
件
に
つ
い
て
L

税
大
論
議
7
六
八
頁
参
照
。

推
計
課
税
の
理
論

一O
五



一O
六

ハ
7
)

吉
国
真
次
郎
事
件
判
決
(
前
出
)
、
菅
野
「
前
掲
論
文
」
七
一
一
良
ο

ハ
8
)

同
旨
、
河
合
昭
五
「
推
計
に
よ
る
課
税
処
分
の
要
件
」
税
大
論
叢

m
ニ
O
七
頁
。

ハ
9
)

木
村
良
古
同
事
件
判
決
〈
千
葉
地
判
昭
和
四
六
年
一
月
二
七
日
行
裁
例
集
一
一
二
巻
一
・
二
以
内
三
六
真
、
税
資
六
二
号
八
七
頁
)
。

(ω)
同
旨
、
菅
野
「
前
掲
論
文
」
七
一
頁
以
下
。

(
日
)
安
藤
鎗
一
郎
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
三
月
二
二
日
税
資
六
九
号
九
一
一
一
五
頁
)
。

(
臼
)
斎
藤
輝
彦
事
件
判
決
〈
前
出
〉
、
岸
本
芳
春
事
件
判
決
〈
前
出
〉
。

(
臼
〉
吉
川
右
一
郎
事
件
判
決
〈
神
戸
地
判
昭
和
三
六
年
四
月
一
一
日
税
資
三
五
号
三
五

O
頁
)
、
総
モ

l
ド
ふ
く
せ
ん
事
件
判
決
ハ
福
岡
地
判
昭
和

四
九
年
三
月
三

O
日
税
資
七
四
日
勺
一

O
一
四
頁
)
、
一
ニ
輪
島
成
事
件
第
一
審
判
決
〈
前
山
山
)
、
一
一
一
輪
島
成
事
件
控
訴
審
判
決
(
前
出
)
。

(
M〉
悶
旨
、
菅
野
「
前
掲
論
文
」
七
二
頁
。

ハ
お
)
竜
川
勝
次
郎
事
件
判
決
(
神
一
戸
地
判
昭
和
一
一
一
七
年
二
月
二
三
日
税
資
三
六
号
一
五
六
一
良
)
。

(
M
山
)
紛
丸
出
製
掬
所
事
件
判
決
ハ
名
古
屋
地
判
昭
和
四

O
年
一
二
月
二
八
日
税
資
四
一
号
一
三
一

O
頁
)
、
木
村
良
官
事
件
判
決
(
前
出
〉
、
林
納
松

事
件
判
決
(
京
都
地
判
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
行
裁
例
集
二
一
一
一
巻
凶
号
二
六
六
賞
、
税
資
六
五
号
八
九
一
一
民
)
。

(
げ
)
コ
一
輪
昌
成
事
件
第
一
審
判
決
ハ
前
出
)
、
森
博
事
件
判
決
ハ
京
都
地
判
昭
和
五
一
年
二
月
五
日
)
。

(
問
)
安
藤
鎗
一
郎
事
件
判
決
〈
前
出
)
、
紛
モ

l
ド
ふ
く
せ
ん
事
件
判
決
(
前
出
〉
、
五
十
嵐
長
治
事
件
判
決
(
東
京
地
判
昭
和
五
一
年
二
月
二
六

日
〉
、
斎
藤
輝
彦
事
件
判
決
(
前
出
)
、
岸
本
芳
春
事
件
判
決
(
前
出
〉
、
三
輪
島
成
事
件
控
訴
審
判
決
(
前
出
)
。

ハ
日
〉
裁
判
例
は
、
実
輔
剤
課
税
と
は
、
「
突
額
調
査
」
、
「
突
額
計
算
」
、
「
突
額
認
定
」
、
「
ほ
接
的
方
法
に
よ
る
認
定
」
に
よ
る
も
の
と
い
い
、
推
計
課

税
を
、
「
推
計
調
査
」
、
「
推
計
計
算
」
、
「
推
計
認
定
」
、
「
間
接
的
方
法
に
よ
る
認
定
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

(
却
)
隠
説
、
森
勝
治
「
判
例
か
ら
み
た
推
計
課
税
に
つ
い
て
」
租
税
法
研
究
三
号
一
三
九
真
。

検
討
と
疑
問

以
上
、
推
計
課
税
の
前
提
要
件
に
関
す
る
裁
判
例
を
検
討
し
て
き
た
。
裁
判
例
は
、
同
業
者
率
課
税
と
突
調
率

課
税
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

一
律
に
前
提
要
件
を
課
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
果
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
も
、
両
者
の
区
別
の
明
確
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
前
提
要
件
の
要
否
を
決
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
に
説
く
の

は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
同
業
者
率
課
税
は
、
推
計
課
税
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
実
額
課
税
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
で
は
な
い



か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

実
額
課
税
と
推
計
課
税

実
額
の
意
義

「
推
計
」
に
対
す
る
こ
と
ば
は
、
一
実
額
」
で
あ
る
。
実
額
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
客
観
的
な
真
実
の
所
得
金

額
で
あ
る
。
こ
の
真
実
の
所
得
金
額
な
る
も
の
は
、

い
か
な
る
資
料
、
方
法
に
よ
っ
て
把
握
、
認
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

一
説
に
よ
れ
ば
、
実
額
は
、
複
式
簿
記
の
方
法
に
よ
る
帳
簿
吉
綴
に
基
づ
い
て
の
み
算
定
さ
れ
う
る
と
す
る
。
そ
の
娘
拠
は
、
複
式
簿

〈

l
)

記
に
お
い
て
は
、
内
部
牽
制
制
度
が
整
っ
て
お
り
、
そ
の
正
確
性
に
対
す
る
信
頼
が
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方

は
、
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
は
、
撤
底
し
た
申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
申
告
納
税
制
度

は
、
「
税
務
署
で
認
可
さ
れ
た
様
式
に
よ
る
帳
簿
記
録
」
の
備
付
け
、

日
々
の
記
帳
義
務
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
も
の
と
し
、
?
」
の
よ
う

な
帳
簿
記
録
を
つ
け
な
い
納
税
者
は
吏
正
決
定
前
に
調
査
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
ず
、
標
準
率
に
よ
っ
て
吏
正
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
、

(

2

)

 

後
者
に
属
す
る
納
税
者
は
国
税
局
に
控
訴
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」
と
し
、
さ
ら
に
将
来
に
お
い
て
は
、
「
正
当
な
帳
簿
記
録
を
つ
け

ハ
3
)

る
こ
と
を
故
意
に
怠
っ
た
場
合
、
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
提
案
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
シ
ャ
ウ
プ

勧
告
の
思
想
は
、

わ
が
国
の
記
帳
状
況
が
き
わ
め
て
低
水
準
に
あ
る
こ
と
か
ら
大
幅
に
後
退
し
、
帳
簿
備
付
け
、
記
帳
の
義
務
を
欠
く
不

徹
底
な
申
告
納
税
制
度
と
な
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

記
帳
義
務
を
欠
く
わ
が
国
の
申
告
納
税
制
度
の
も
と
で
は
、

「
実
額
」
を
帳
簿
と
結
合
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
紘
一
〈
額
は
真

突
の
所
得
金
額
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
認
定
方
法
と
は
痕
援
に
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
。
実
額
は
、
帳
簿
以
外
の
資
料
、
方
法
に
よ

舷
計
課
税
の
児
論

一O
七
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っ
て
も
認
定
さ
れ
う
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
多
く
の
裁
判
例
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
帳
簿
以
外
に
も
、
原
始
記
録
、
納
税
者
の

説
明
、
反
面
調
査
資
料
そ
の
他
の
実
額
資
料
の
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
は
、
わ
が
国
の
・
申
告
納
税
制
度
を
前
提
と
し
て
い
る
か

ら
だ
と
解
さ
れ
る
。

(
1
)

審
問
色
申
告
者
の
よ
る
べ
き
簿
記
の
方
法
と
し
て
は
、
現
在
、
簡
易
帳
簿
に
よ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
簡
易
帳
簿
の
信
頼
性
の

根
拠
を
、
ど
こ
に
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
青
色
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
み
な
し
承
認
ハ
所
得
税
法
一
四
七
条
、
法
人
税
法
一
一
一
五

条
〉
が
大
部
分
を
占
め
る
税
務
の
現
状
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

ハ
2
)

シ
ヤ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
第
四
編
E
節
第
二
款
D
五
八
。

ハ
3
)

悶
第
四
編
C
節
第
八
款
D
四
一
。

同
業
者
率
課
税
の
性
格

い
わ
ゆ
る
同
業
者
率
課
税
は
、
従
来
、

一
般
に
推
計
課
税
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
同
業
者
率
諜
税
は
、
実
額
の
把
握
を
放
棄
、
断
念
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
実
額
の
把
握
を
目
指
し
、
可
及
的
に
実

額
に
近
接
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
。
同
業
者
率
資
料
は
、
帳
簿
な
ど
の
直
接
証
拠
に
比
べ
れ
ば
、

よ
り
間
接
的
な
証
拠
方
法
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
実
額
認
定
の
た
め
の
資
料
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
同
業
者
率
資
料
に
よ
る
実
額
の
認
定
は
、
事

実
上
の
推
定
〈
推
認
〉
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
帳
簿
な
ど
直
接
証
拠
に
よ
る
直
接
認
定
と
の
間
に
相
対
的
な
差
が

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
近
傍
類
地
の
売
買
実
例
に
よ
っ
て
、
係
争
不
動
産
物
件
の
評
価
を
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
物
件
価
格
の
認
定
で
あ
っ
て
、
推
計
と
は
い
わ
な
い
。
か
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
同
業
者
率
課
税
も
、

広
い
意
味
で
の
実
額
課
税
に
属
す
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
推
計
課
税
に
前
提
要
件
を
要
求
す
る
根
拠
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
そ
の
恋
意
的
発
動
を
処
分
段
階
に
お
い
て
抑
止
し
、
処
分
の

慎
重
を
期
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
は
、
開
業
者
率
課
税
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
け
だ
し
、
開
業
者
率
課
税



は
、
帳
簿
な
ど
に
よ
る
課
税
に
比
し
て
、

よ
り
閑
難
複
雑
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
安
易
な
途
を
択
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
濫
用
の
危
険
性
も

少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

右
の
理
由
か
ら
、
同
業
者
率
課
税
を
推
計
課
税
の
一
種
に
加
え
、
こ
れ
に
前
提
要
件
を
要
求
す
る
裁
判
例
の
立
場
に
は
同
調
し
が
た
い

(
2
}
 

の
で
あ
る
。

ハ
l
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同
様
の
問
題
は
、
役
員
の
過
大
報
酬
の
不
相
当
に
高
額
な
部
分
(
法
人
税
法
三
四
条
)
、
低
額
譲
渡
の
場
合
の
時
価
相
当
額
(
所
得
税
法
五
九

条
)
、
相
当
の
賠
償
額
(
所
得
税
法
九
条
二
一
号
、
同
令
一
ニ

O
条
)
等
の
認
定
の
場
合
に
も
起
り
う
る
。
こ
れ
ら
い
、
ず
れ
の
場
合
に
も
、
「
推
計
」

と
は
い
わ
な
い
。

(
2
)

同
業
者
率
課
税
に
あ
っ
て
は
前
提
姿
件
を
要
求
す
る
ベ
さ
で
は
な
い
か
ら
、
処
分
時
に
帳
簿
が
提
出
さ
れ
な
い
た
め
同
業
者
率
に
よ
っ
て
課
税

し
、
後
に
不
服
審
査
、
訴
訟
の
段
階
に
い
た
っ
て
帳
簿
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
処
分
を
取
消
す
べ
き
で
は
な
く
、
同
業
者
率
資
料
と
帳
簿
資

料
と
を
比
較
検
討
し
、
帳
簿
資
料
に
信
ぴ
ょ
う
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
処
分
を
算
定
し
直
す
べ
き
で
あ
る
。

実
調
率
課
税
の
性
格

こ
れ
に
対
し
て
、
突
調
率
課
税
の
場
合
は
、
自
ず
か
ら
別
論
で
あ
る
。
実
調
率
課
税
は
、
実
額
の
把
握

を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
実
額
の
把
握
が
不
可
能
な
場
合
、

た
と
え
ば
、
納
税
者
の
営
業
規
模
、
内
容
が
不
明
で
あ
る
と
か
、
類
似
同

業
者
を
他
に
見
出
し
が
た
い
た
め
同
業
者
率
に
も
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
実
額
の
把
握
を
断
念
し
、
課
税
の
公
平
上
や
む
を
え

ず
と
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
の
認
定
で
は
な
く
、
推
認
で
す
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
事
実
の
認
定
を
放
棄
し
、
課
税
の
正
確

性
の
原
則
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
o

推
計
課
税
に
関
す
る
旧
所
得
税
法
お
よ
び
旧
法
人
税
法
の
規
定
が
制
定
さ
れ
た
当
時
は
、
同
業
者

率
課
税
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
立
法
当
時
は
、
広
く
標
準
率
に
よ
る
諜
説
が
行
わ
れ
、
そ
の
許
否
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
争
わ
れ
て
い

(
l
)
 

た
。
そ
の
よ
う
な
疑
義
を
立
法
的
に
解
決
し
、
主
と
し
て
標
準
率
課
税
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
推
計
課
税
に
関
す
る

明
文
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

推
計
課
税
の
理
論

一O
九
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実
調
率
課
税
は
、
事
突
の
認
定
を
放
棄
し
、
課
税
の
正
確
性
と
い
う
課
税
の
原
則
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
課
税
の
不
正
確
性

お
よ
び
濫
用
の
危
険
性
の
余
地
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
前
提
要
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
悲
意
的
発
動
を
抑
止
し
、
処
分
の
慎
重

を
期
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
調
率
課
税
こ
そ
、
立
法
の
経
過
に
徴
し
て
も
、
主
と
し
て
法
の
予
定
す
る
固
有
の
推
計
課
税
で

あ
り
、
実
調
率
課
税
に
お
い
て
こ
そ
前
提
要
件
を
要
求
す
る
意
義
と
必
要
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
漠
然
と
開
業
者
率
課
税
こ
そ
法
の
予
定
す
る
真
の
推
計
課
税
で
あ
る
と
の
思
想
が
一
般
に
支
配
し
、
実
務
の
上
で
も
、
類
似
性

に
多
少
欠
け
て
い
て
も
、
強
い
て
同
業
者
選
・
に
よ
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
実
調
率
は
、
訴
訟
の
上
で
も
、
同
業
者
率
立
証
の
た
め
の

補
強
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
調
件
数
が
比
較
的
多
い
場
合
で
あ
っ
て
、
他
に
類
似
同
業
者
を
見
出
し

が
た
い
場
合
に
は
、
実
調
率
の
適
用
を
た
め
ら
う
べ
き
で
は
な
い
。
立
法
の
経
過
か
ら
み
て
も
、
実
調
率
課
税
こ
そ
法
の
予
定
す
る
固
有

の
推
計
課
税
で
あ
り
、

A
D
P
の
発
達
し
た
現
在
、
執
行
の
負
担
軽
減
、
迅
速
な
課
税
の
実
現
に
寄
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実
額
の
把
握

の
で
き
な
い
納
税
者
に
「
世
間
並
み
の
つ
き
合
い
」
を
強
い
る
こ
と
に
よ
り
課
税
の
公
平
が
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
最
近
、
実
調
率
の
適
用
を
肯
定
す
る
裁
判
例
が
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
歓
迎
す
べ
き
傾
向
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
標

準
率
の
整
備
公
開
が
期
待
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ハ
l
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推
計
課
税
の
許
否
を
め
ぐ
っ
て
下
さ
れ
た
最
高
裁
の
判
決
は
、
い
ず
れ
も
標
準
率
の
適
用
に
隠
す
る
事
案
で
あ
る
。
判
憶
は
、
い
ず
れ
も
、
推

計
課
税
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
旧
法
の
も
と
で
も
、
標
準
率
の
適
用
に
よ
る
推
計
課
税
は
許
さ
れ
て
い
た
と
判
示
す

る
@

(

2

)

標
準
率
を
整
備
公
開
す
る
と
申
告
納
税
制
度
が
崩
れ
る
と
い
う
懸
念
が
一
部
に
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
正
磁
な
資
料
に
基
づ

か
な
い
申
告
が
余
り
に
も
多
い
。
標
準
本
を
引
上
げ
る
と
と
も
に
、
納
税
者
に
申
告
か
標
準
率
に
よ
る
か
を
選
択
せ
し
め
る
の
が
、
適
当
と
思
わ

れ
る
。


